
意見書作成と環境調整



１. 意見書作成の目的
‐ 記録すべきこと/作成する際のポイント

‐ 意見書作成の法的位置づけ（管理者が講ずる措置等）

２. 面接結果記録・意見書作成の実際
‐ 面接結果の記録項目

• 心身の健康/睡眠負債の評価の記録

‐ 意見書の作成

• 就業上の措置（産業医との連携）の要否の記載

３. 職場環境調整への助言



◆意見書作成の目的
– 面接指導の事実を文書化、記録する

– 誰に、いつ、どんな面接指導を実施したか

ポイント１：問診票と事前アンケート（睡眠負債、疲労蓄積等）をサマリーする

→勤務の状況、その他の心身の状況は？

ポイント２：医師判定（意見）を記載する

→本人への指導内容は？

ポイント３：ＳＯＡＰ的に検討した考えや意見は、特記事項に記載する

– 経過観察で可、要改善か

• 次のステップが始まるための意見の「記録」を作る

１．意見書作成の目的



◆作成する際のポイント

– 何らかの対処が必要な勤務医をみつける

• 健康、安全の視点から、「心身」または「勤務」の状況へ対処が必要か

• 心身の状況から、休養（ドクターストップ）が必要か

• 勤務の状況から、現在の働き方を変える必要があるか

– 健診におけるパニック値（極端な異常値）を記録し、対処方針を記載するイメージ

– 意見書は、本人への指導内容と管理者への意見を記録

意見記載の基本は、専門医や産業医、上司等に連携（相談）が必要か否か

– 面談指導実施医師の記録（意見）が、その後、管理者による就業上の措置判断の

一助になるイメージ（面接指導実施医師が一人で判断を背負い込むもの

ではない）

意見書作成の目的



意見書作成の目的

○就業上の措置は不要です（経過観察で構いません）

または

○心身の状況への対処が必要です

（抑うつ症状が疑われ、専門医か産業医へ連携（相談）を勧めます）

○勤務の状況への対処が必要です

（先月の完全休日が３日しかないようです、

上司へ相談できますか/相談してください）

長時間労働医師への面接後の具体的な意見（例）



◆改正医療法第108条 関係
病院又は診療所の管理者は、

– ５ 面接指導実施医師の意見を勘案し、労働時間の短縮、宿直の回数の減少、その他の適切な措置を講じな

ければならない

– ６ 面接指導対象医師について、（略）労働時間の短縮のために必要な措置を講じなければならない。

– ７ 面接指導・面接指導実施医師の意見の聴取並びに措置の内容を記録し、これを保存しなければならない。

◆追加的健康確保措置で求められている事項

– 勤務間インターバル

– 代償休息

– 面接指導と就業上の措置 など

意見書作成の法的位置づけ

面接指導に基づき病院又は診療所の管理者が講ずる措置



面接指導に基づき病院又は診療所の管理者が講ずる措置

意見書作成の法的位置づけ

法律により管理者が行うべきこと（まとめ）

面接指導実施医師の意見を聞くこと
（措置を講ずる際には産業医の意見も勘案）

労働時間の短縮、宿直の回数の減少、その他の適切な措置を行う

面接指導実施医師の意見と措置内容を記録、保存する



医師への適用水準 面接指導の実施時期

連携B・B・C水準

時間外・休日労働時間が100時間に到達する前に実施。
前月において時間外・休日労働時間が80 時間超となっていた
場合、当月も同様の勤務状況であることがシフト等で明らかで
ある場合は、あらかじめ当月の面接指導の実施スケジュールを
組んでおく等で対応

A水準

疲労の蓄積あり
当月の時間外・休日労働実績が80時間超/月で睡眠及び疲労
の状況を確認する→100 時間以上となる前に面接指導を実施

疲労の蓄積なし
当月の時間外・休日労働実績が100 時間以上となった後での
面接指導でも差し支えない

【参考】長時間労働医師の面接指導の実施時期



１. 意見書作成の目的
‐ 記録すべきこと/作成する際のポイント

‐ 意見書作成の法的位置づけ（管理者が講ずる措置等）

２. 面接結果記録・意見書作成の実際
‐ 面接結果の記録項目

• 心身の健康/睡眠負債の評価の記録等

‐ 意見書の作成

• 就業上の措置（産業医との連携）の要否の記載

３. 職場環境調整への助言



 面接指導実施医師の意見は、事業者（医療機関の管理者）に
提供する

 事業者は記録を産業医に提供する
 面接指導実施医師は、産業医と連携することが推奨される

◆面接結果の記録項目

– 心身の健康/睡眠負債等の評価の記録

◆意見書の作成

– 就業上の措置（産業医や上司等との連携（相談））の要否の記載

◆意見書作成後の流れ

２．面接結果記録・意見書作成の実際

面接指導実施医師または被面接医
▼

管理者（措置が必要である場合は措置内容を記載及び署名）
▼

事業者（管理者が講ずる措置内容を確認し必要に応じ修正及び署名）

・原則、被面接医が勤務する全ての医療機関へ提出
・依頼を受けた面接指導実施医師が各医療機関へ提出することも可
・書面は、管理者と事業者が５年間保管
・管理者・事業者への書面確認・提出・保存は事務部門が代行可能

医師が一般の労働者に適用される時間外・休日労働の上限を超えて働かざるを得ない場合の、

追加的健康確保措置としての面接指導（医療法第108条関係）と、
過重労働対策としての面接指導（安衛法第66条関係）は、法的位置づけが異なりますが、相互補完的に運用します。



記録用紙（長時間労働医師問診票）の例

長時間労働医師面接指導結果及び意見書

面接者が面接時に記載したメモ等の「面接者記録の書類」と、
事業主に提出する「意見書」は、別々に取り扱う

意見書のサンプル例

 

⻑時間労働医師⾯接指導結果及び意⾒書 [管理番号] 
 

 

⾯接指導結果・⾯接指導実施医師意⾒ 

 

対象者⽒名 

 
所属 

 

⽣年⽉⽇ 年    ⽉    ⽇ 

勤務の状況 

(労働時間、 

労働時間以外の項⽬) 

 

 

睡眠負債の状況 
(低) 0 

（特記事項） 

1 2 3 （⾼）(本⼈報告･睡眠評価表) 

 

疲労の蓄積の状態 
(低) 0 

（特記事項） 

1 2 3 （⾼）(労働者の疲労蓄積度⾃⼰診断チェックリスト) 

 

その他の⼼⾝の状況 

 

本⼈への指導内容 及び 管理者への意⾒（複数選択可・該当項目の左に○をつける） 

 就業上の措置は不要です 

 
以下の⼼⾝の状況への対処が必要です（○で囲む） 

専⾨医受診勧奨 ・ 面談を含む産業医連携 ・ その他（特記事項へ記載） 

 
以下の勤務の状況への対処が必要です（○で囲む） 

上司相談 ・ 面談を含む産業医連携 ・ その他（特記事項へ記載） 

（特記事項） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

面接実施年⽉⽇ 年 ⽉ ⽇ 

面接指導実施医師 
（所属） 

 

（⽒名）※署名等 

 

 

⾯接指導実施医師意⾒に基づく措置内容（管理者及び事業者が記載） 

 

 

 

 

 

年    ⽉    ⽇   

 

確認欄（署名等）※提出を受けた医療機関で記載してください。 

医療機関名  

（管理者） （事業者） 

 

面接指導実施医師は、この点線上まで記載した段階（管理者が「面接指導実施医師意見に基づく措置内容」を記

載する前）で、本書面を被面接医に渡してください。 

※時間外・休⽇労働が⽉155時間を超えた被面接医には労働時間短縮のための措置が必要です。 

例1 やや詳細な記録用紙
初回面接時には、やや詳細
な問診表の記載を求め、面
接者が必要事項をメモする

例2 比較的フリーの記録用紙
自由に記載できるスペース多い

要点と
意見部分のみ
転記

電子カルテ等で
作成する等



 

本様式は
面接指導実施医師が
使いやすいものを
利用してよい

 氏名（性別）、生年月日（年齢）、所属（診療科）

 問診票からの転記（面接者記録表になくてもよい）

 心身および生活の状況
– 既往症・現病歴、治療有無、健診結果など

– 睡眠の質、食事、気分の状況など

– 家族やプライベートで特記すべきこと

 勤務の状況
– 時間外労働の実際
（月80時間未満、月80-100時間、月100時間以上）

– 時間外労働は慢性的か、一時的なものか

– 勤務間インターバル9時間、代償休息、有休休暇取得状況

– 学会・論文、教育・指導、外勤・当直

– 本人が困っていることあるか

 本人への指導内容
– 産業医、専門医、または上司と連携すべきか否か

– そのほか特記すべきこと

サンプル

形式は、病院管理者・人事に
提出する形式を用いてもよい

長時間労働の医師面接結果・面接者記録表の例
（病院管理者に提供しない医師のみ面接記録用の書類）

サンプル



⻑時間労働医師⾯接指導結果及び意⾒書 [管理番号] 
 

 

⾯接指導結果・⾯接指導実施医師意⾒ 

 

対象者⽒名 

 
所属 

 

⽣年⽉⽇ 年    ⽉    ⽇ 

勤務の状況 

(労働時間、 

労働時間以外の項⽬) 

 

 

睡眠負債の状況 
(低) 0 

（特記事項） 

1 2 3 （⾼）(本⼈報告･睡眠評価表) 

 

疲労の蓄積の状態 
(低) 0 

（特記事項） 

1 2 3 （⾼）(労働者の疲労蓄積度⾃⼰診断チェックリスト) 

 

その他の⼼⾝の状況 

 

本⼈への指導内容 及び 管理者への意⾒（複数選択可・該当項目の左に○をつける） 

 就業上の措置は不要です 

 
以下の⼼⾝の状況への対処が必要です（○で囲む） 

専⾨医受診勧奨 ・ 面談を含む産業医連携 ・ その他（特記事項へ記載） 

 
以下の勤務の状況への対処が必要です（○で囲む） 

上司相談 ・ 面談を含む産業医連携 ・ その他（特記事項へ記載） 

（特記事項） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

面接実施年⽉⽇ 年 ⽉ ⽇ 

面接指導実施医師 
（所属） 

 

（⽒名）※署名等 

 

 

⾯接指導実施医師意⾒に基づく措置内容（管理者及び事業者が記載） 

 

 

 

 

 

年    ⽉    ⽇   

 

確認欄（署名等）※提出を受けた医療機関で記載してください。 

医療機関名  

（管理者） （事業者） 

 

面接指導実施医師は、この点線上まで記載した段階（管理者が「面接指導実施医師意見に基づく措置内容」を記

載する前）で、本書面を被面接医に渡してください。 

※時間外・休⽇労働が⽉155時間を超えた被面接医には労働時間短縮のための措置が必要です。 

長時間労働医師面接指導結果及び意見書の例
（病院管理者・人事に提出するもの）

①氏名、生年月日（年齢）、所属（診療科）
基本情報は面接医師以外（事務）が予め記載しておいても可

②勤務の状況
• 客観的な事実を中心に記載
• 本人の現在の勤務に関する感想（忙しかったが心身に問題はないと思う）なども必要に応
じて記載

③睡眠負債、④蓄積疲労の状況を転記
• 慢性的なものか一時的なものかなど

⑦特記事項
• 本人への保健指導したこと
• その他、関係者と連携（相談）すべきと思われたことは、本人の了承を前提に記載

⑥本人への指導内容及び管理者への意見
• 産業医等と連携（相談）すべきか否かについて簡単に記載（様式としては選択式でも可、
症状が重篤な場合は、専門医や産業医に対応を相談（面接者が抱える必要はない））

先月（6月）は受け持ち患者が増え、時間外・休日労働は108時間。
今月も長時間手術、術後の患者対応に時間を要している。
同僚が体調を崩し、当直を代わりに担当し、忙しかった。

一時的なものと思われるが要経過観察

○○ ○○
第二外科（心臓血管）

1991 ○ ○ 31歳

特になし

○

・忙しくても、睡眠の確保を優先するよう伝えた。
・できる限り20時には病院を出て、当直に任せて帰るよう努力してはどうかと助言した。

⑤心身の状況
• 治療中の病名などは、記載不要

２０ＸＸ ○ ○

消化器内科 ○○ ○○

管理者が記載する欄であるため、面接指導実施医師は記載しない。

○

具体的な疾病名の記載は慎重に。
病名を病院管理者や医師以外の関係者に知
られたくない場合もある。
記載する場合は本人の了解を得る。



① 一般的な健康管理
– 禁煙、血圧・体重管理等も含め総合的なリスク低下を図る。疲労が強い時は休養に努める。

– 好ましい健康習慣（フルーツおよび野菜類の摂取、身体活動等）は、循環器疾患予防効果だけでなく、メンタ
ルヘルスにも好影響を及ぼす（Głąbska et al, 2020; Schuch et al, 2018, 2019）。

② 睡眠の量と質
– 医師の心構えとして、十分に休息をとって自己の体調を維持するように自覚を促す。

– 1日６時間以上の睡眠を心がける。就寝前のカフェイン摂取、喫煙、激しい運動、VDT作業等は良質な睡眠の
妨げる。

– 寝酒（就寝前の睡眠補助として飲酒する習慣）は依存性や耐性のみならず、脳出血による死亡リスクを増悪
させる（Ikehara et al, 2008）。

– 睡眠に関する保健指導には、「健康づくりのための睡眠指針2014」等が参考となる。

③ ストレスコーピング
– 身体活動や趣味等で心理的に完全に仕事から離れる時間を持つことが回復に望ましい（Sonnentag

2003）。

– 長時間労働の割合が高い法人役員・自営業者では、休日の息抜き・趣味活動・家族の団らん等の時間が「足り
ている」者ほど疲労蓄積度（仕事による負担度）が「低い」者の割合が高い。

– 好ましくないワーク・ライフ・バランスが医師のメンタルヘルス不調のリスクファクターとなるとの報告もある。

医師の保健指導のポイント

長時間労働の医師に対する保健指導においては、

①一般的な健康管理のみならず、②睡眠時間や睡眠の質、③ストレスコーピングについて保健指導を行います。



１. 意見書作成の目的
‐ 記録すべきこと/作成する際のポイント

‐ 意見書作成の法的位置づけ（管理者が講ずる措置等）

２. 面接結果記録・意見書作成の実際
‐ 面接結果の記録項目

• 心身の健康/睡眠負債の評価の記録等

‐ 意見書の作成

• 就業上の措置（産業医との連携）の要否の記載

３. 職場環境調整への助言



助言を行う際の留意事項

○受け身か、自発的か

○初回か、２回目以降か

○面接指導実施医師と対象医師の関係性

・類似の診療業務に従事している関係か、知り合い程度の関係か、初対面か

・病院産業医か、外部医師か

※ 面接指導実施医師は、対象医師の直接の上司とならないようにする

○対処すべき問題の有無

・個人の健康に関する問題

・職場の環境に関する問題

・その他

３．職場環境調整への助言



診療業務への共感、ねぎらい

労務管理体制、労働時間以外の心身の負担要因

職場の物理的環境（休憩場所等）やシステム（院内保育等）

周囲のサポート
– 上司の状況確認や指導の不足、同僚の暴言などが聴取されたら、必要に応じて改善のための意見を記載

パワハラ疑いなど早急に対応が必要な案件は別として、面接で得た一人の意見を
もとに、組織変更など大きな職場環境改善の助言を行うことは慎重に行う。

（実際の対応は、関係者で協議し、慎重に判断することが求められるため）

職場環境調整への助言



月１回休みがあれば良い方である。仕事の終了がほぼ（早くても）21時すぎ。
夕食を家で食べることはまず無い。職場で食べている。
終電で帰宅するのが週の３～４日程度・仕事のための調べ物をする時間も不足しており、最新の情報
から遅れ、患者、の不利益になるのではないかと危惧される。
当直室、医局とも、設備が清潔で衛生的とは言い難い。職員トイレは不潔である。同じ病院でも事務棟
は清潔なトイレであり、不公平と感じる。

（40歳代、医師、民間病院）

|  18
日本医師会「勤務医1万人健康支援調査」自由記入から

現在の診療業務への共感、ねぎらい



「自分が精神的に病んでいる」と自分で思っている医師は少ないと思う。むしろ、肉体的に疲労を感じ
ている医師が多いのではないでしょうか。

（50歳代、勤務医、大学病院）

|  19

日本医師会「勤務医1万人健康支援調査」自由記入から

現在の診療業務への共感、ねぎらい

「人並み」の健康を維持する時間を「義務」として欲しい。自分が体をこわしたときに、どこに（だれに）
責任があるのかを、（とくに過労）はっきりさせてほしい。

「人並み」の勤務システムを確立してほしい。（子供を医師にはしたくない）誰のために生きているのか

わからなくなる。

（40歳代、勤務医、公立病院）

「立ち去り型サボタージュ」なる用語が医療崩壊に関して使用されているが、ひどい言葉である。医師
が働けなくなった状況を作り出したこと認識せず、辞めた医師が無責任、医師としてあるまじき行為
の如き響きがある。この用語を無神経に使う研究者（？）がいることは非常に嘆かわしいことである。

（50歳代、勤務医、大学病院）



日本救急医学会「働き方改革アクション」ポスター2019

健康ハイリスクとして、面接指導によ

り、心身の状況や環境調整の助言を受

けることが望ましい医師

◆自身の健康管理能力が高くない医師
• 未治療や、適切に管理されていない疾患（高血圧、糖尿病、うつ

等）がある医師

• 労働時間と健康に関する適切な教育を受けていない医師、等

◆睡眠衛生学的に問題のある医師
• 事前スクリーニングや面接で、睡眠負債や疲労蓄積がある状態

で勤務し続けていることが明らかな医師

◆臨床研修医・専攻医など、研修中の医師

◆面接時点で健康不安の訴えのある医師

など



心身の評価の際、ワークエンゲージメント（熱意、没頭、活力）、
バーンアウト（燃え尽き）の状況も考慮する。

課題別の助言の例

◆心身の状況への対処

① 睡眠負債の状況

• 負債が明らかなとき

② 疲労の蓄積の状況

• 疲労が明らかなとき

③ 心身の状況等

• 多忙で健診を受けていないとき

一度の面接ではすべて解決できないと心得る

◆勤務の状況への対処

• 何らかのトラブルに巻き込まれているとき

• 人員に大きな変更があったとき

• 臨床研修医・専攻医等の研修中の身分で、診

療科や職場を、短期間で異動を繰り返してい

るとき

① 一般的な健康管理（未治療疾患への対応など）

② 睡眠の質の量の確保に関すること

③ ストレスコーピング



課題別の助言の例

◆専門職である医師から、医師自身の健康について相談があった場合

 通常の患者と同じように接する。

 医師（面接指導対象医師）が他の医師（面接指導実施医師）に健康について相談する場合は、病状が

進行していることがある。

「先生ご自身で、問題への対応は可能ですか？」

「産業医や院長など私から連携してもよろしいですか？」

「はい」

「では、意見書に記録するようにします。」

（意見書様式における下記項目にチェックを入れるほか、可能な範囲で特記事項に上司、産業医等に適切に引き継がれるよう

な意見を具体的に記載する）

心身の状況：（ ）専門医受診勧奨（ ）面談を含む産業医連携 （ ）その他（特記事項に記載）

勤務の状況：（ ）上司相談 （ ）面談を含む産業医連携 （ ）その他（特記事項に記載）

「治療中のご病気などの情報はどうしましょうか？」

「いいえ、ここだけの話にしてください。」

「わかりました。困ったことが続くようであれば、○○へ相談するのはどうでしょうか？」

（相談先、解決窓口情報を伝える）

相談があったら、

できる限りすぐに対応する



医師自身が自分の健康や勤務環境に関心をもてるよう、助言する

心身の状況への対処



環境調整に関する助言の例

勤務の状況への対処

◎長時間働いてよい条件（勤務間インターバルの確保等）が守られていない場合
• 休息時間は連続的に９時間（18時間）とすることが適切に確保されているか

• インターバル中の突発業務の時間に相当する代償休息を取得できているか 等

◎本人（職場）への助言として

• 当直明けの日は引継ぎをして速やかに帰宅

• 当直医に担当患者を適切に任せて帰宅

• 日中に集中して業務に取り組み、20時には帰宅する

• 週に一日は完全に仕事から離れる日を設ける

• 土日休みは出勤禁止 等

◎面接指導対象医師と面接指導実施医師が仕事の内容が似ている立場の場合

• 具体的な業務に関する助言以上に、面接指導対象医師の許可を得た上で、本人の

上司や産業医等との連携（相談）を促す



勤務の状況への対処 「いきサポ」での好事例検索

対処 事例

労働時間管理、労働時間
以外の心身の負担要因に
関すること

時間外の申請手続きの明確化
【３次救急医療機関】

自己研鑽の労働時間該当性の整理
【大学病院】

労働時間管理、労働時間
以外の心身の負担要因に
関すること

当直帯の申し送り時間帯を設定
【専門研修基幹施設の病院】

病状説明の勤務時間内実施と
患者・家族への周知徹底
【大学病院】

診療環境の物理的環境、
休憩場所、院内保育など

子育て中医師のキャリア形成支援
【大学病院】

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/

【主なコンテンツ】

■国や都道府県が行っている医療勤務環境改善に関する施策や事業

などを紹介

（関係法令・通知、医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する

指針・手引き、都道府県の各種助成金・相談事業など）

■医療機関が勤務環境改善に取り組んだ具体的な事例を紹介（キーワー

ドで取組事例を検索可能）

■過去のセミナーや研修会の行政説明や事例講演の動画の閲覧可能

■同種・同規模の病院との比較が可能な自己診断機能を追加（４段

階評価やコメントで自院の取組が進んでいない分野を表示）

■各都道府県の医療勤務環境改善支援センターのリンク

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/


医療機関のメンタルヘルス支援のための

組織的取組（組織体制）

（社会福祉法人三井記念病院精神科部長 中嶋 義文先生資料より抜粋）

職 員 労務管理

福利厚生

総務・人事部

職員満足度調査
分析施策

医療事故

暴力対策

健康管理

医療安全委員会
衛生委員会

ストレスチェック

業務改善

推進

TQM＊部
＊トータルクオリティーマネージメント

KAIZEN活動

勤務の状況への対処

柔らかく何重にも抱える
メンタルケアシステム

一つの対策や一つの組織で対応せず、統合的に対応することが重要です。



１. 意見書作成の目的
‐ 記録すべきこと/作成する際のポイント

‐ 意見書作成の法的位置づけ（管理者が講ずる措置等）

２. 面接結果記録・意見書作成の実際
‐ 面接結果の記録項目

• 心身の健康/睡眠負債の評価の記録等

‐ 意見書の作成

• 就業上の措置（産業医との連携）の要否の記載

３. 職場環境調整への助言


